
   枚方市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅移転補強事業補助金交付要綱 

 

 

制定 平成 28 年 12 月 １ 日枚方市要綱第 68 号 

最終改正 令和 ６ 年 ５ 月 ７ 日枚方市要綱第 22 号 
 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、枚方市補助金等交付規則（昭和40年枚方市規則第30号）の規定に基づいて交

付する枚方市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅移転補強事業補助金（以下「補助金」とい

う。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 補助金の交付の目的は、既存不適格住宅の所有者等に対し交付することにより、市内の既

存不適格住宅の減少を促進し、もって土砂災害による人的被害の軽減を図ることとする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 住宅 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をい

う。）のうち、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（居住の用以外の用途を兼ねる場合にあっ

ては、当該建築物の延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものに限る。）をいう。 

⑵ 既存不適格住宅 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12年法律第57号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」とい

う。）に存する建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）第80条の

３の規定に適合しない構造である住宅（当該住宅の存する土地が特別警戒区域に指定された際

に現に存する住宅又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の住宅に限る。）をいう。 

⑶ 除却工事 補助金の交付の対象となる行為（以下「補助対象行為」という。）に係る既存不

適格住宅を原則として全て除却する工事をいう。 

 （補助金の交付の対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げるものとする。 

⑴ 既存不適格住宅（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）第２条第１項に規

定する区分所有権（以下「区分所有権」という。）の目的たる部分を有する住宅を除く。）を

所有する者であって、市税を滞納していないもの 

⑵ 建物の区分所有等に関する法律第３条の規定により区分所有権の目的たる部分を有する既存

不適格住宅の部分について区分所有権を有する者で構成する団体であって、当該団体を構成す

る者の全員が市税を滞納していないもの 

 （補助対象行為） 

第５条 補助対象行為は、市内の既存不適格住宅に係る別表第１欄に掲げる行為区分ごとにそれぞ

れ同表第２欄に定める要件を全て満たす行為とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第１欄に掲げる行為区分ごとにそれぞれ同表第４欄に定める算定額と



する。 

 （補助金の交付の決定に通常要すべき期間） 

第７条 補助金の交付の決定に通常要すべき期間は、補助金の交付の申込みがあった日の翌日から

起算して45日間とする。 

（条件） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとす

る。 

⑴ 補助金の交付の申込みを取り下げる場合を除き、交付の決定の通知を受け取った日の翌日か

ら起算して30日以内に、補助対象行為に着手しなければならないこと。この場合において、補

助金の交付の決定の通知を受けた者は、所定の着手届を市長に提出しなければならないこと。 

⑵ 除却工事を行う場合にあっては、当該除却工事を建設業法（昭和24年法律第100号）第３条

第１項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第

21条第１項の登録を受けている者が行わなければならないこと。 

⑶ 既存不適格住宅を政令第80条の３の規定に適合させる補強を行うための設計を行う場合に

あっては、当該設計を建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の登録を受けた建築士

事務所に属する者が行わなければならないこと。 

（事前協議） 

第９条 補助金の交付を受けようとするものは、複数の年度にわたる補助対象行為を行う場合は、

補助金の交付の申込みを行う前に、補助対象行為に係る費用の総額、補助対象行為の完了する予

定である時期等について、市長と協議を行わなければならない。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、制定の日から施行する。 

   附 則［平成30年3月30日枚方市要綱第18号］ 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則［令和2年3月31日枚方市要綱第29号］ 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、制定の日から施行する。 



別表（第５条、第６条関係） 
 

行 為 区 分 
 

 要        件 補 助 対 象 経 費 算  定  額 

移 転 
 

⑴ 除却工事を行うこと。 

⑵ 除却工事について次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める

者の全員の同意が得られているこ

と。 

イ 補助金の交付を受けようとす

るものと当該既存不適格住宅が

存する土地の所有者が異なる場

合 当該既存不適格住宅が存す

る土地の所有者 

ロ 補助金の交付を受けようとす

るものと当該既存不適格住宅の

全部又は一部を占有している者

（不当に占有している者を除

く。）が異なる場合 当該既存

不適格住宅の全部又は一部を占

有している者 

ハ 補助金の交付を受けようとす

るもの以外に当該既存不適格住

宅の所有者がいる場合 補助金

の交付を受けようとするもの以

外の所有者 

⑶ 既存不適格住宅に代わる住宅（以

下「代替住宅」という。）の建築若

しくは購入（購入に必要な改修を伴

う場合は、これを含む。以下同

じ。）又は代替住宅とするための改

修をする場合は、次に掲げる要件を

全て満たしていること。 

 イ 代替住宅の敷地の全てが、特別

警戒区域外に存すること。 

 ロ 代替住宅の所有者が、補助金の

交付を受けようとするもの（第４

条第２号に掲げる団体である場合

にあっては、当該団体を構成する

者のいずれか）と同一となるこ

と。 

 ハ 代替住宅の建築若しくは購入

（これに必要な土地の取得を伴う

場合は、これを含む。）又は代替

住宅とするための改修のために要

する資金の借入れに係る契約の契

約者が、補助金の交付を受けよう

とするもの（第４条第２号に掲げ

る団体である場合にあっては、当

該団体を構成する者のいずれか）

と同一となること。 

 ニ 代替住宅が、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律

（平成27年法律第53号）第２条第

１項第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合するこ

と。 

 ホ 代替住宅が、当該代替住宅が存

する区域における建築基準法に基

づく建築制限の基準に適合するこ

 

⑴ 除却工事に要す

る経費 

⑵ 除却工事に伴う

動産の移転に要す

る経費、仮の住居

を確保するために

要する経費その他

引越に要する経費 

⑶ 代替住宅（補助

金の交付を受けよ

うとするもの（第

４条第２号に掲げ

る団体である場合

にあっては、当該

団 体 を 構 成 す る

者）１人につき１

戸に限る。以下こ

の 号 に お い て 同

じ。）の建築若し

くは購入（これに

必要な土地の取得

を伴う場合は、こ

れを含む。）又は

代替住宅とするた

めの改修のために

要する資金を金融

機関その他機関か

ら借り受けた場合

の 借 入 金 （ 年 利

8.5パーセントま

で の も の に 限

る。）に係る利子

に相当する額の経

費 

 

次の各号に掲げる額の合

計額 

⑴ 補助対象経費の欄第

１号に掲げる経費の額

（その額に1,000円未満

の 端 数 が 生 じ た 場 合

は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る。）。ただし、補助

対象行為が完了した日

の属する年度における

住宅局所管事業に係る

標準建設費等について

（国土交通事務次官通

知）に定める除却工事

費の額の算定基準によ

り算定した額を限度と

する。 

⑵ 補助対象経費の欄第

２号に掲げる経費の額

（その額に1,000円未満

の 端 数 が 生 じ た 場 合

は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る。）。ただし、当該

経費の額が975,000円を

超 え る 場 合 に は 、

975,000円 

⑶ 補助対象経費の欄第

３号に掲げる経費の額

（その額に1,000円未満

の 端 数 が 生 じ た 場 合

は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る。）。ただし、土地

の取得を伴う場合にお

け る 当 該 経 費 の 額 が

4,210,000円を超えると

きは、4,210,000円、土

地の取得を伴わない場

合における当該経費の

額が3,250,000円を超え

るときは、3,250,000円 



と。 

 ヘ 代替住宅が、既存不適格住宅等

（特定都市河川浸水被害対策法

(平成15年法律第77号)第56条第

１項に規定する浸水被害防止区域

における同法第68条に規定する許

可の基準に適合しない住宅、災害

救助法（昭和22年法律第118号）

が適用された地域における土砂災

害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律第26条

第１項の規定による移転等の勧告

その他市長が認める勧告等が行わ

れている住宅又は既存不適格住宅

をいう。以下同じ。）でないこ

と。ただし、改修により既存不適

格住宅等でなくなる場合を除く。 

⑷ 当該除却工事及び当該代替住宅の

建築若しくは購入（これに必要な土

地の取得を伴う場合は、これを含

む。）又は代替住宅とするための改

修に係る契約を行っていないこと。 

⑸ 都市再生特別措置法（平成14年法

律第22号）第81条第１項に規定する

立地適正化計画に記載された同条第

２項第２号に規定する居住誘導区域

以外の区域に存している既存不適格

住宅のうち、３戸以上のものにあっ

ては、同法第88条第５項の規定によ

る公表をされていないこと。 
 

補 強 
 

 

 

⑴ 政令第80条の３の規定に適合させ

る補強を行うための設計又は工事を

行うこと。 

⑵ 補助金の交付を受けようとするも 

の（第４条第２号に掲げる団体で

ある場合にあっては、当該団体を

構成する者のいずれか）が現に居

住している既存不適格住宅又は居

住しようとしている既存不適格住

宅であること。 

⑶ 補助金の交付を受けようとするも

の（第４条第２号に掲げる団体であ

る場合にあっては、当該団体を構成

する者全員）の市町村民税の所得割

の課税標準（地方税法（昭和25年法

律第226号）第313条第１項に規定す

る所得割の課税標準をいう。）の額

が5,070,000円未満であること。 

⑷ 当該補強についての設計又は工事

に係る契約を行っていないこと。 

 

⑴ 政令第80条の３

の規定に適合させ

る補強を行うため

の設計に要する経

費 

⑵ 政令第80条の３

の規定に適合させ

る補強を行うため

の工事に要する経

費 

 

次の各号に掲げる額にそ

れぞれ0.23を乗じて得た

額（その額に1,000円未満

の端数が生じた場合は、

これを切り捨てる。）の

合計額 

⑴ 補助対象経費の欄第

１ 号 に 掲 げ る 経 費 の

額。ただし、当該経費

の額が672,000円を超え

る場合には、672,000円 

⑵ 補助対象経費の欄第

２ 号 に 掲 げ る 経 費 の

額。ただし、当該経費

の額が3,360,000円を超

え る 場 合 に は 、

3,360,000円 

 


